
 第２４号議案 

品川区立知的障害者福祉施設条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和７年２月１９日 

                 品川区長  森  澤  恭  子 

 品川区立知的障害者福祉施設条例の一部を改正する条例 

 品川区立知的障害者福祉施設条例（平成５年品川区条例第３８号）の一部を

次のように改正する。 

第５条および第６条を次のように改める。 

 （利用手続） 

第５条 第３条の事業を利用しようとする者は、利用しようとする事業の根拠

となる法令または別に区長の定めるところにより、その利用のための手続を

行わなければならない。 

（利用料） 

第６条 第３条の事業を利用した者は、利用した事業の根拠となる法令の定め

るところにより算定した費用の額の利用料を納付しなければならない。 

２ 前項の規定によるもののほか、第３条の事業を利用した者は、別に区長が

定めるところにより、その実費を負担しなければならない。 

第８条の見出し中「管理」を「管理等」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 指定管理者は、地方自治法第２４４条の２第８項の規定に基づき、福祉施

設の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を当該指定管理者の収入

として利用者から収受することができる。 



第１０条第３号中「前２号」を「前３号」に改め、同号を同条第４号とし、

同条中第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

 ⑵ 利用料金の徴収に関すること。 

   付 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（説明）障害福祉サービスの提供に係る運用等を整備する必要がある。 


